
 

 
 
時間外労働の上限（36協定の締結が必要） 

期 間 一 般 1年単位変形労働時間制（対象期間3か月超） 
1か月 45時間 42時間 
1 年 360時間 320時間 

※「時間外労働＋休日労働の合計」は、月100時間未満 かつ 2～6か月平均80時間以内 
 

特別条項の上限 

上表の時間外労働の上限を超える可能性がある事業場では、３６協定に「特別条項」を付記することができます。

特別条項では、次の事項を定めます。 

① １か月に延長できる時間外労働（休日労働を含む） ⇒ 最長でも100時間未満 

② １年に延長できる時間外労働 ⇒ 最長でも720時間を超えない範囲 

③ 特別条項を発動する月数 ⇒ 最大でも６か月以内 

④ ２か月、３か月、４か月、５か月、６か月、のそれぞれの時間外労働の平均時間（休日労働を含む） ⇒ 80

時間以内 

＜１か月の延長時間外労働の時間（100時間未満）には休日労働時間を含む＞ 

時間外の限度時間（１か月45時間、１年360時間）については、時間外労働のみをカウントし、休日労働は除

外しますが、特別条項の上限の①に関しては、時間外労働と休日労働の合計が規制対象となります。たとえば、休日

労働が１日（８時間）あった場合の時間外労働の1か月の上限は92時間未満（100時間－8時間）となります。

また、時間外労働の平均時間80時間以内についても休日労働を含みます。しかし、②の年間の上限時間の720時

間には休日労働を含みません。この条件を基にすると、年間の時間外労働（休日労働を含む）の上限は 960 時間に

なります。 
時間外労働（休日労働を含む）の限度時間の上限 

月 時間外労働 休日労働 

4月 75時間（特別条項該当月） 5時間 
5月 75時間（特別条項該当月） 5時間 
6月 75時間（特別条項該当月） 5時間 
7月 45時間 35時間 
8月 45時間 35時間 
9月 45時間 35時間 

10月 45時間 35時間 
11月 45時間 35時間 
12月 45時間 35時間 
1月 75時間（特別条項該当月） 5時間 
2月 75時間（特別条項該当月） 5時間 
3月 75時間（特別条項該当月） 5時間 
計 時間外労働計：720時間 休日労働計：240時間 

時間外＋休日 960時間 
 
時間外労働の年間720時間までの削減がどうしても困難であれば、休日労働を増やすことにより、年間 960時

間までの時間外労働は理屈の上では可能ということです。ただし、そもそも特別条項は、それ自体が労働時間の「例

外扱い中の例外」だということは忘れてはなりません。労働時間で守らなければならない原則は、あくまでも「1日

に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはならない」法定労働時間です。36協定を締結することにより、

例外として時間外労働をさせても罰せられないこととなりますが、特別条項の発動要件は、「通常予見することのでき

ない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合」です。特別条項を付記すれ

ば、限度時間を超えて労働させることは可能だとして、安易に限度時間を超える時間外労働を放置することはできま

せん。特別条項は、あくまでも「特別な場合」にのみ認められる「特例」であることを念頭に置いて従業員の労働時

間を管理してください。 
 
原則 法定労働時間 1日8時間以内 かつ 1週40時間以内 
例外 36協定の締結 月45時間以内 かつ 年間360時間以内 
特例 特別条項の付記 通常予見することのできない業務量の大幅な増加等の年720時間までの特例 
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